
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
二
件

一
二
八

○
表
示
を
要
す
る
普
通
肥
料
及
び
そ
の
表
示
事
項
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件

一
二
九

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

一
二
九

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
二
九

○
造
成
宅
地
防
災
区
域
を
解
除
す
る
件

一
二
九

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
三
〇

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

一
三
〇

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
三
〇

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
三
〇

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

一
三
一

福
島
県
人
事
委
員
会

○
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則

一
三
一

○
人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三
四

告

示

福
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
三
十
年
三
月

六
日
か
ら
同
年
七
月
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
い

わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商
業
労
政
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
サ
ン
デ
ー
い
わ
き
泉
町
店

福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
七
九
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
七
九
番
地
一
ほ
か
三
十
八
筆

（
変
更
後
）
福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
七
九
番
地
一
ほ
か
四
十
筆

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
三
十
年
三
月

六
日
か
ら
同
年
七
月
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
い

わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商
業
労
政
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
デ
ー
い
わ
き
泉
店

福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
七
九
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
サ
ン
デ
ー
い
わ
き
泉
町
店

（
変
更
後
）
サ
ン
デ
ー
い
わ
き
泉
店

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
十
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日

五

届
出
を
し
た
者

Ｍ
Ｕ
Ｌ
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
告
示
第
百
六
十
号

肥
料
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
百
三
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
表

示
を
要
す
る
普
通
肥
料
及
び
そ
の
表
示
事
項
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
九
年
福
島
県
告
示
第
四
百
四
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
三
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

表
の
四
の
項
中
「別

表
第
１
の
２
の
⑴
の
ア

､イ
又
は
ウ
に
定
め
る
ほ
乳
動
物
由
来
た
ん
白
質

､家
き
ん
由
来
た
ん
白
質
又
は
魚
介
類
由
来
た
ん
白
質

」
を
「別

表
第
１
の
２
の
⑴
に
定
め
る
動
物
由
来
た

ん
白
質
で
あ
つ
て

､同
⑴
の
表
の
第
２
欄
に
定
め
る
確
認
済
ゼ
ラ
チ
ン
等
以
外
の
も
の

」
に
改
め
る
。

（
環
境
保
全
農
業
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
相
馬

南
相
馬
市
原
町
区
大
木
戸

変
更
前

九
・
八
〜

三
二
八
・
二

浪
江
線

字
北
西
原
二
九
番
三
地
先

二
六
・
六

か
ら

同

市
原
町
区
大
木
戸

変
更
後

一
○
・
九
〜

三
二
八
・
二

字
西
原
二
番
一
二
地
先
ま

四
二
・
六

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
原
町

南
相
馬
市
原
町
区
大
木
戸

変
更
前

九
・
六
〜

二
八
〇
・
〇

二
本
松
線

字
八
方
内
一
二
一
番
三
地

一
四
・
六

先
か
ら

同

市
原
町
区
大
木
戸

変
更
後

九
・
六
〜

二
八
〇
・
〇

字
北
西
原
一
四
番
二
地
先

一
七
・
九

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

い
わ
き
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
公
園
事
業

四
・
四
・
三
号

豊
間
公
園

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

（
変
更
後
）

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

造
成
宅
地
防
災
区
域
の
指
定
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
告
示
第
三
十
一
号
）
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

区

域

名

区

域

区

域

の

範

囲

中
満
造
成
宅
地

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
北
田
字
中
満

次
の
図
の
と
お
り

───────────────────────────────────────────────────────────
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（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
建
築
総
室
建
築
指
導
課
、
福
島
県
相
双

建
設
事
務
所
建
築
住
宅
課
及
び
楢
葉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
建
築
指
導
課
）

公

告

公
告
第
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
北
部
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

山
口

信
也

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
加
納
字
谷
地
中
甲
一
五
三
一
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
四
十
五
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の

登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分
量

(％
)
そ
の
他

氏
名
又

住
所

更
新
し

(福島
県

)種
類

名
称

の
規
格

は
名
称

た
登
録

窒
素

り
ん

加
里

の
有
効

全
量

酸
全

全
量

期
限

量

８
０
８

混
合
有
南
郷
ト

6.0

2.0

－
含
有
を

片
倉
コ

ー

東
京

平
成
36

機
質
肥
マ
ト
専

許
さ
れ

プ
ア
グ
都
千

年
３
月

料
用
肥
料

る
有
害

リ
株
式
代
田

３
日

２
号

成
分
の

会
社

区
九

最
大
量

段
北

は

､公
一
丁

定
規
格

目
８

の
と
お

番
10

り

｡

号

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名

称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

有
料
老
人
ホ
ー
ム
い
わ
き
ふ

株
式
会
社
山
木
福
寿
会
介
護

平
成
二
九
年
八
月
七
日

る
さ
と
の
楽
園

付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
い
わ
き

ふ
る
さ
と
の
楽
園

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
所

在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

一
般
財
団
法
人
大
原
記
念
財

一
般
財
団
法
人
大
原
記
念
財

平
成
三
〇
年
一
月
一
日

団
大
原
綜
合
病
院

団
大
原
綜
合
病
院

福
島
市
上
町
六
―
一
一

福
島
市
上
町
六
―
一
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名

称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
エ
ル

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
天
生

平
成
二
九
年
一
一
月
二
一
日

ム
ホ
ー
ム

喜
多
方
市
塩
川
町
金
橋
字
ド

会
津
若
松
市
一
箕
町
松
長
六
―

ジ
ョ
ウ
沼
四
一
九
八
―
二

一
二
―
一

福
島
県
人
事
委
員
会

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

措
置
要
求
（
第
四
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

審
査
手
続
（
第
十
二
条
―
第
二
十
条
）

第
四
章

判
定
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
こ
の
規
則
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
八
条
第
八
項
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与

負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
立
学
校

の
職
員
並
び
に
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
市
町

村
及
び
地
方
公
共
団
体
の
組
合
の
職
員
（
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
条
件
の
措
置
の
要

求
、
審
査
の
手
続
及
び
判
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
当
事
者
）

第
二
条

法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
（
以
下
「
措
置
要
求
」

と
い
う
。
）
を
す
る
者
を
「
要
求
者
」
と
い
い
、
措
置
要
求
事
項
に
関
し
権
限
を
有
す
る
地
方
公
共

団
体
の
機
関
を
「
当
局
」
と
い
う
。

２

「
当
事
者
」
と
は
、
要
求
者
及
び
当
局
を
い
う
。

（
代
理
人
）

第
三
条

当
事
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
代
理
人
を
選
任
し
、
及
び
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

代
理
人
は
、
当
事
者
の
た
め
に
、
措
置
要
求
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
措
置
要
求
の
全
部
又
は
一
部
の
取
下
げ
は
、
特
別
の
委
任
を
受
け
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

３

当
事
者
が
代
理
人
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
及
び

職
又
は
職
業
を
書
面
で
人
事
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

代
理
人
の
行
っ
た
行
為
は
、
当
事
者
が
遅
滞
な
く
取
り
消
し
、
又
は
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
効

力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

５

人
事
委
員
会
か
ら
当
事
者
に
対
す
る
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
代
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
代
理
人
に
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
人
以
上
の
代
理
人
が
選
任

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
い
ず
れ
か
一
人
の
代
理
人
に
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

措
置
要
求

（
措
置
要
求
）

第
四
条

措
置
要
求
は
、
措
置
要
求
書
正
副
各
一
通
を
人
事
委
員
会
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

措
置
要
求
を
代
理
人
に
よ
っ
て
す
る
場
合
は
、
措
置
要
求
書
に
委
任
状
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

職
員
等
は
、
法
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
措
置
の
要
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
措
置
要
求
書
）

第
五
条

措
置
要
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
要
求
者
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

要
求
者
の
職
、
氏
名
、
住
所
及
び
所
属
公
署
名

二

要
求
事
項

三

要
求
の
具
体
的
事
由

四

要
求
事
項
に
つ
い
て
、
当
局
と
交
渉
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
交
渉
経
過
の
概
要

五

措
置
要
求
の
年
月
日

２

措
置
要
求
書
に
は
、
関
係
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
審
査
の
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係
属
中
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

要
求
者
は
、
措
置
要
求
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
、
又
は
事
案
が
解
決
し
、
若
し
く
は
要
求

事
由
が
消
滅
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
書
面
で
人
事
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
共
同
措
置
要
求
）

第
六
条

措
置
要
求
は
、
そ
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
場
合
は
、
共
同
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
共
同
で
措
置
要
求
を
す
る
者
（
以
下
「
共
同
要
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
総
代
を

一
人
互
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
し
て
措
置
要
求
を
す
る
場
合
の
措
置
要
求
書
に
は
、
前
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
共
同
し
て
措
置
要
求
を
行
う
旨
を
記
載
し
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
互

選
さ
れ
た
総
代
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
措
置
要
求
書
に
は
、
共
同
要
求
者
全
員
の
職
、
氏
名
、
住
所
及
び
所
属
公
署
名
を
記
載
し
、

当
該
共
同
要
求
者
全
員
が
押
印
し
た
名
簿
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
代
の
権
限
）

第
七
条

総
代
は
、
他
の
共
同
要
求
者
の
た
め
に
、
措
置
要
求
の
取
下
げ
を
除
き
、
措
置
要
求
に
関
す

る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

共
同
要
求
者
は
、
総
代
を
通
じ
て
の
み
、
前
項
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

共
同
要
求
者
に
対
す
る
人
事
委
員
会
の
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
総
代
に
対
し
て
す
れ
ば
足
り
る

も
の
と
す
る
。

（
措
置
要
求
書
の
調
査
）

第
八
条

人
事
委
員
会
は
、
措
置
要
求
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
措
置
要
求
書
の
記
載
事
項
、
添
付

書
類
、
要
求
事
項
、
要
求
者
の
資
格
等
に
つ
い
て
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
措
置
要
求
書
に
不
備
の
点
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
は
、

期
間
を
定
め
て
要
求
者
に
そ
の
不
備
の
補
正
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
不

備
が
軽
微
で
あ
っ
て
、
事
案
の
内
容
に
影
響
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
は
、
職
権

に
よ
り
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
措
置
要
求
の
受
理
又
は
却
下
）

第
九
条

人
事
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
後
に
、
そ
の
措
置
要
求
の
受
理
又
は

却
下
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
要
求
に
つ
い
て
は
、
却

下
す
る
も
の
と
す
る
。

一

措
置
要
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
よ
っ
て
さ
れ
た
措
置
要
求

二

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
勤
務
条
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
事
項
に
つ
い
て
さ
れ

た
措
置
要
求

三

法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
項
に
つ
い
て
さ
れ
た
措
置
要
求

四

要
求
事
項
が
既
に
実
現
さ
れ
た
措
置
要
求

五

客
観
的
に
み
て
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
項
に
つ
い
て
さ
れ
た
措
置
要
求

六

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
命
令
に
従
っ
た
補
正
が
さ
れ
な
い
措
置
要
求

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
不
適
法
に
さ
れ
た
措
置
要
求
で
不
備
を
補
正
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

２

人
事
委
員
会
は
、
措
置
要
求
を
受
理
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通

知
す
る
と
と
も
に
措
置
要
求
書
の
副
本
を
当
局
に
送
付
し
、
却
下
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は
、

理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
要
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
理
後
の
却
下
）

第
十
条

人
事
委
員
会
は
、
受
理
し
た
措
置
要
求
が
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
却
下
す
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
措
置
要
求
を
却
下
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
交
渉
の
勧
奨
）

第
十
一
条

人
事
委
員
会
は
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
九
条
第
一
項
の
決
定
を
行
う
前
に
、

関
係
当
事
者
に
対
し
て
、
要
求
事
項
に
つ
い
て
交
渉
を
行
う
よ
う
に
勧
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

審
査
手
続

（
審
査
委
員
の
指
名
等
）

第
十
二
条

人
事
委
員
会
は
、
措
置
要
求
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

人
事
委
員
会
委
員
又
は
事
務
局
長
を
審
査
委
員
に
指
名
し
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
規
定

す
る
人
事
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
委
員
を
二
人
以
上
指
名
し
た
と
き
は
、
当
該
審
査
委

員
の
う
ち
一
人
を
審
査
委
員
長
に
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
の
併
合
又
は
分
離
）

第
十
三
条

人
事
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り
、

措
置
要
求
の
審
査
を
併
合
し
、
又
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
要
求
の
審
査
を
併
合
し
、
又
は
分
離
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
代
表
者
）

第
十
四
条

審
査
の
併
合
に
係
る
事
案
の
要
求
者
は
、
そ
の
要
求
者
の
う
ち
か
ら
代
表
者
一
人
を
選
任

し
、
及
び
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
代
表
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
代
表

者
を
選
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

要
求
者
が
代
表
者
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

代
表
者
は
、
併
合
に
係
る
事
案
の
要
求
者
の
た
め
に
、
措
置
要
求
の
取
下
げ
を
除
き
、
そ
の
事
案

の
審
査
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
併
合
さ
れ
た
措
置
要
求
に
つ
い
て
、
審
査
を
分
離
し
た
場
合
及
び

他
の
措
置
要
求
の
審
査
と
の
併
合
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
要
求
の
代
表
者

は
、
そ
の
地
位
を
失
う
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

併
合
さ
れ
た
審
査
を
分
離
し
た
場
合
に
お
い
て
、
な
お
代
表
者
の
し
た
措
置
要
求
と
審
査
が
併

合
さ
れ
て
い
る
他
の
措
置
要
求
の
要
求
者
が
そ
の
代
表
者
に
関
し
異
議
を
述
べ
な
い
と
き
。

二

他
の
措
置
要
求
の
審
査
と
の
併
合
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
措
置
要
求
の
要
求
者
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が
そ
の
代
表
者
に
関
し
異
議
を
述
べ
な
い
と
き
。

６

代
表
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
要
求
者
に
対
す
る
人
事
委
員
会
の
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、

代
表
者
に
対
し
て
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
の
方
式
）

第
十
五
条

措
置
要
求
の
審
査
は
、
書
面
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
は
、
事
案
の

審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
口
頭
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
口
頭
審
理
の
手
続
に
関
し
て
は
、
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
審
査
の
手
続
）

第
十
六
条

人
事
委
員
会
は
、
当
局
に
措
置
要
求
書
の
副
本
、
そ
の
資
料
等
を
送
付
し
、
期
間
を
定
め

て
、
意
見
書
及
び
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
要
求
者
に
当
局
の
意
見
書
の
副
本
を
送
付
し
、

相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
要
求
者
に
意
見
書
に
対
す
る
反
論
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

人
事
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
提
出
を
求
め
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

事
項
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
主
張
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

人
事
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

当
事
者
は
、
審
査
の
終
了
ま
で
は
、
い
つ
で
も
主
張
を
記
載
し
た
書
面
及
び
必
要
な
資
料
を
人
事

委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
実
調
査
）

第
十
七
条

人
事
委
員
会
は
、
事
案
の
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
要
求
者
、
要
求

者
の
所
属
長
そ
の
他
関
係
者
か
ら
意
見
を
徴
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
資
料
の
提
出
を
求
め
、

若
し
く
は
出
頭
を
求
め
て
そ
の
陳
述
を
聴
き
、
若
し
く
は
そ
の
他
必
要
な
事
実
調
査
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
事
案
の
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証
人
の
出
頭
を
求
め
、

証
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
人
事
委
員
会
は
、
証
人
に
対
し
、
口
頭
に
よ

る
証
言
に
代
え
て
口
述
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
あ
っ
せ
ん
）

第
十
八
条

人
事
委
員
会
は
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
案
の
審
査
の
係
属
中
に
お
い
て
も
、

事
案
が
適
切
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
、
関
係
当
事
者
間
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
措
置
要
求
の
取
下
げ
）

第
十
九
条

要
求
者
は
、
人
事
委
員
会
が
事
案
に
つ
い
て
判
定
を
行
う
ま
で
の
間
は
、
い
つ
で
も
、
措

置
要
求
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

措
置
要
求
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
書
面
で
そ
の
旨
を
人
事
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

措
置
要
求
の
う
ち
、
取
下
げ
の
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
係
属
し
な
か
っ
た
も
の
と

み
な
す
。

４

人
事
委
員
会
は
、
措
置
要
求
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
局
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

（
審
査
の
打
切
り
）

第
二
十
条

人
事
委
員
会
は
、
係
属
し
て
い
る
措
置
要
求
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
は
、
事
案
の
審
査
を
打
ち
切
り
、
当
該
措
置
要
求
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

要
求
者
が
死
亡
し
、
又
は
退
職
し
た
と
き
。

二

要
求
者
の
所
在
不
明
に
よ
り
審
査
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

当
事
者
間
の
交
渉
若
し
く
は
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
解
決
又
は
措
置
要
求
の
事
由
の
消
滅
に
よ
り
審

査
を
継
続
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

四

要
求
者
が
措
置
要
求
を
継
続
す
る
意
思
を
放
棄
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
事
案
の
審
査
を
継
続
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

２

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
要
求
を
却
下
し
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
、
当
事
者

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

判
定

（
判
定
及
び
判
定
書
の
送
付
）

第
二
十
一
条

人
事
委
員
会
は
、
審
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
速
や
か
に
判
定

を
行
い
、
判
定
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
判
定
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
人
事
委
員
会
委
員
の
全
員
が
こ
れ
に
記
名

押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
事
者
の
表
示

二

主
文

三

理
由

四

判
定
の
年
月
日

３

人
事
委
員
会
は
、
判
定
書
の
正
本
を
当
事
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
勧
告
等
の
措
置
）

第
二
十
二
条

人
事
委
員
会
は
、
判
定
の
結
果
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る

事
項
に
つ
い
て
自
ら
こ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
権
限
に
属
さ
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
当
該

事
項
に
関
し
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
必
要
な
勧
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

人
事
委
員
会
が
前
項
の
勧
告
を
す
る
場
合
は
、
当
局
に
対
し
勧
告
書
を
送
達
す
る
と
と
も
に
、
要

求
者
に
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
判
定
書
の
更
正
）

第
二
十
三
条

人
事
委
員
会
は
、
判
定
書
に
誤
字
、
脱
字
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
明
白
な
誤
り
が
あ
る

場
合
に
は
、
い
つ
で
も
、
当
事
者
の
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
更
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

判
定
書
の
更
正
は
、
判
定
書
の
原
本
及
び
正
本
に
附
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
正
本

に
附
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
更
正
通
知
書
を
当
事
者
に
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

（
審
査
の
費
用
）

第
二
十
四
条

審
査
の
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
の
負
担
と
す
る
。

一

人
事
委
員
会
が
職
権
で
呼
出
し
を
行
っ
た
証
人
の
宿
泊
料
、
旅
費
及
び
日
当
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二

人
事
委
員
会
が
職
権
で
行
っ
た
事
案
の
調
査
及
び
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
費
用

三

人
事
委
員
会
が
文
書
の
送
付
に
要
し
た
費
用

（
文
書
の
送
付
）

第
二
十
五
条

文
書
の
送
付
は
、
使
送
又
は
郵
便
に
よ
っ
て
行
う
。

２

文
書
の
送
付
は
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
そ
の
他
文
書
を
送
付
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
示
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
示
の
方
法
に
よ
る
送
付
は
、
人
事
委
員
会
が
当
該
文
書
を
保
管
し
、
い
つ
で
も
そ
の
送
付
を
受

け
る
べ
き
者
に
交
付
す
る
旨
又
は
そ
の
内
容
の
要
旨
を
福
島
県
報
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
福
島
県
報
に
掲
載
さ
れ
た
日
か
ら
十
四
日
を
経
過
し
た
時
に
当
該
文
書
の
送

付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
雑
則
）

第
二
十
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
措
置
要
求
、
審
査
手
続
及
び
判
定
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
の
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
か
ら
引
き
続
い
て
係
属
し
て
い
る
措
置
要
求
に
つ

い
て
も
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
勤
務
条
件
の
措
置
の
要
求

に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
手
続
は
、
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。

（
総
務
審
査
課
）

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
六
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
行
政
相
談
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
五
条
」
を
「
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三

十
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）


